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農林水産省登録 

第１９１９８号 

除草剤 

アグロスクリンチャーＥＷ 
シハロホップブチル乳剤 

 

令和3年 11月10日付けで以下の適用拡大が登録されました。 

 

【変更内容】 

・作物名「移植水稲」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。 

・作物名「直播水稲」の使用方法に「無人航空機による散布」を追加する。 

 

【変更部分】 

作
物
名 

適用雑草名 使用時期 
使用量 本剤の 

使用 
回数 

使用方法 
薬量 希釈水量 

移 
植 
水 
稲 

ノビエ、 
キシュウスズメノヒエ、 
アゼガヤ 

移植後 20 日～ノ
ビエ6葉期 
但し、収穫30日前
まで 

100 
mL/10a 

25～100 
L/10a 

2回以内 

湛水散布又
は落水散布 

ノビエ 

移植後 20 日～ノ
ビエ4.5葉期 
但し、収穫30日前
まで 

0.8～1.6 
L/10a 

無人航空機
による散布 

直
播
水
稲 

一年生イネ科雑草 

は種後 10 日～ノ
ビエ5葉期 
但し、収穫30日前
まで 

25～100 
L/10a 

雑草茎葉散
布又は全面
散布 

は種後 10 日～ノ
ビエ4.5葉期 
但し、収穫30日前
まで 

0.8～1.6 
L/10a 

無人航空機
による散布 

 
シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数 3回以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁へ続く 
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前頁より続く 

 

使用上の注意事項の変更 

 

【変更事項】 

・本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。 

① 散布は散布機種の散布基準に従って実施すること。 

② 散布機種に適合した散布装置を使用すること。 

③ 作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行うこと。 

④ 周辺に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の散布は行わないこと。 

⑤ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。 

⑥ 薬剤散布に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。 

⑦ 本剤の散布に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬剤散布には使用しないこと。 

⑧散布薬剤の飛散によって、周辺の作物に薬害を生じるおそれがあるので、かからないように十分注意して

散布すること。 

・本剤はとうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物、キャベツ及びももの生育を阻害するおそれがあ

るので、これらの作物の生育期に隣接で使用する場合にはかからないよう十分注意すること。また、散布田の

水田水をこれら作物に灌水しないようにすること。 

・無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。 

 

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

住友化学株式会社 
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